
定期海技士国家試験の筆記試験合格者を下記のとおり発表する。

神戸運輸監理部長  

筆記試験合格者

1002 1004 1005 1203 以下余白

　該当者なし

第 9 号

令 和 4 年 5 月 10 日

公　　　　　　　示

令和4年4月

記

一級海技士（機関）

試　験　の　種　別 　受　　　　　験　　　　　番　　　　　号

試　験　地 神 戸 市

一級海技士（航海）



定期海技士国家試験の筆記試験科目別合格者を下記のとおり発表する。

神戸運輸監理部長  

筆記試験科目別合格者

科目

航海 　　該当者なし

運用 1006 以下余白

法規 1006 以下余白

英語 1003 以下余白

機（一） 1003 以下余白

機（二） 該当者なし

機（三） 該当者なし

執務 1002 1003 1004 以下余白

第 10 号

令 和 4 年 5 月 10 日

公　　　　　　　示

令和4年4月

記

試　験　の　種　別 　受　　　　　験　　　　　番　　　　　号

試　験　地 神 戸 市

一級海技士（機関）

一級海技士（航海）



定期海技士国家試験の筆記試験合格者を下記のとおり発表する。

神戸運輸監理部長  

筆記試験合格者

1102 1108 1109 1114 1115 1132 1204 以下余白

1104 1106 1109 以下余白

第 6 号

令 和 4 年 5 月 2 日

公　　　　　　　示

令和4年4月

記

試　験　の　種　別 　受　　　　　験　　　　　番　　　　　号

試　験　地 神 戸 市

二級海技士（航海）

二級海技士（機関）



定期海技士国家試験の筆記試験科目別合格者を下記のとおり発表する。

神戸運輸監理部長  

筆記試験科目別合格者

科目

航海 該当者なし

運用 1101 1103 1105 1106 1129 1133 以下余白

法規 1110 1119 1123 1129 1130 以下余白

英語 1106 1111 1129 1133 以下余白

機（一）    該当者なし

機（二） 1114 1116 以下余白

機（三） 1103 1116 以下余白

執務    該当者なし

第 7 号

令 和 4 年 5 月 2 日

公　　　　　　　示

令和4年4月

記

試　験　の　種　別 　受　　　　　験　　　　　番　　　　　号

試　験　地 神 戸 市

二級海技士（機関）

二級海技士（航海）



定期海技士国家試験の筆記試験合格者を下記のとおり発表する。

神戸運輸監理部長  

筆記試験合格者

   該当者なし

1701 1703 1704 1801 以下余白

1508 1801 以下余白

1301 1302 1303 1305 以下余白

   該当者なし

 該当者なし

 該当者なし

 該当者なし

3501 以下余白

3302 以下余白（内）三級海技士（機関）

試　験　の　種　別 　受　　　　　験　　　　　番　　　　　号

五級海技士（航海）

三級海技士（航海）

（内）六級海技士（機関）

四級海技士（機関）

（内）四級海技士（機関）

（内）五級海技士（機関）

六級海技士（航海）

五級海技士（機関）

四級海技士（航海）

第 3 号

令 和 4 年 4 月 28 日

公　　　　　　　示

令和4年4月

記

試　験　地 神 戸 市



定期海技士国家試験の筆記試験科目別合格者を下記のとおり発表する。

神戸運輸監理部長  

筆記試験科目別合格者

科目

航海 該当者なし

運用 1904 以下余白

法規 該当者なし

航海 該当者なし

運用 該当者なし

法規 該当者なし

航海 1504 1509 1511 1517 以下余白

運用 1502 1503 以下余白

法規 1511 以下余白

航海 該当者なし

運用 該当者なし

法規 1306 以下余白

機（一） 該当者なし

機（二） 該当者なし

執務 該当者なし

機（一） 該当者なし

機（二） 該当者なし

機（三） 該当者なし

執務 1801 以下余白

機（一） 該当者なし

機（二） 該当者なし

機（三） 3702 以下余白

執務 3702 以下余白

機（一） 該当者なし

機（二） 1501 以下余白

機（三） 該当者なし

執務 該当者なし

機（一） 該当者なし

機（二） 該当者なし

機（三） 該当者なし

執務 該当者なし

機（一） 該当者なし

機（二） 該当者なし

機（三） 3301 以下余白

執務 該当者なし

試　験　地 神 戸 市

第 4 号

令 和 4 年 4 月 28 日

公　　　　　　　示

令和4年4月

記

試　験　の　種　別 　受　　　　　験　　　　　番　　　　　号

六級海技士（航海）

四級海技士（航海）

三級海技士（航海）

五級海技士（航海）

（内）六級海技士（機関）

(内)三級海技士（機関）

四級海技士（機関）

（内）四級海技士（機関）

（内）五級海技士（機関）

五級海技士（機関）


